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11-11  セクシュアル・ハラスメントに関するチェック項目 

 

 

 

セクシュアル・ハラスメントは、男女雇用機会均等法の平成 9 年改正（平成

11.4.1 施行）において、初めて同法第 21 条に規定された。セクシュアル・ハラ

スメントは、当初、男性の女性に対するそれが法的規制の対象とされ、事業者

の防止義務も「配慮義務」であったのに対して、平成 18 年改正（関係条項も

第 11 条に変更された）では、男女共通の規制へと転換がはかられ、かつ事業

者の義務も「措置義務」（セクハラ防止のための体制の整備その他雇用管理上

必要な措置を講ずる義務）とされところである。 

 

同法は、事業主に対して、事業場の規模を問わず「セクシュアル・ハラスメ

ント問題に関して雇用管理上講ずべき措置指針」(平 18.10.11 厚生労働省告示 615 号)

に基づく 9項目の具体的実施事項の順守を求めている（図表 11-12参照）。 

さらに、平成 18 年改正では、セクハラ紛争が、紛争解決援助制度の調停の

対象に追加された（従来は、相談、助言・指導に限定）ほか、厚生労働大臣の改善勧

告に従わない場合の制裁措置として、企業名の公表が規定されたところである。 

 

 

 


